
静岡県立大学国際関係学部「生きていくための法学」講義  2023年度第 2回 

＊本講義は 2023 年度静岡県立大学国際関係学部教員特別研究推進費の助成を受けたものです。 

AI関連技術と著作権法 
 2022年後半より、AI関連技術が急速に普及してきました。すでにChatGPTやBing Chat
を利用している方もいらっしゃることでしょう。これらの AI 関連技術は法的に様々な問
題を引き起こしつつあり、その 1つとして挙げられるのが著作権との関係です。 
これらの AI関連技術は、現在のところ既存のコンテンツ（文章、絵画、映像等）に基づ

いてコンテンツを生成しています。そうであるとすると、既存のコンテンツの著作権はい
ったいどうなるのでしょうか。また、生成されたコンテンツの著作権はどうなるのでしょ
うか。生成されたコンテンツをたとえば大学のレポートの一部として採用した場合、それ
は法的に問題ないのでしょうか。 
 本講義では、AI関連技術が著作権法との関係で引き起こしつつある問題について、知的
財産法を御専門とする澤田悠紀先生に解説していただきます。AI関連技術を安全に安心し
て利用するために、押さえておくべき御講義と存じます。今回は Zoomにて開催いたしま
す。みなさまお気軽にご参加ください。 
 

日時 2023年 6月 30日（金）4限（14時 40分～16時 10分） 

Zoom URL等：Universal Passportで別途配信  

対象 静岡県立大学学生、大学院生及び教職員 
 

参加に際し事前に特段の御連絡は不要です。お気軽に御参加ください。 
ZoomURLは別途Universal Passportで配信いたします。 
開始時間 3分前までに当該URLからご参加ください。 
開始して15分が経過しましたらミーティングをロック致します。予めご了承ください。 
講演中はマイクをミュートでお願いします。 
学内イベントのため、ZoomURL、ID 及びパスワードを公開したり、学外者に知らせた
りすることはおやめください。 

 

＊講演者プロフィール  
澤田 悠紀（さわだ ゆき）氏 
高崎経済大学経済学部准教授。東京大学法学部卒業、東京芸術大学大学院修士課程修了、ハー
バード大学法科大学院修了（LL.M.）、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得満期
退学。帝京大学講師を経て、2021 年 4 月より現職。明治大学知的財産法政策研究所客員研究
員。学習院大学・法政大学等にて知的財産法系科目を担当。 
 

お問い合わせ：静岡県立大学国際関係学部 石川義道・坂巻静佳 


